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Ｋ Ｋ Ｒ 治 験 ネ ッ ト ワ ー ク 設 置 運 営 規 程  

一次改正 平成 29年７月１日施行 

（趣旨） 

第１条 本規程は、国家公務員共済組合法に基づく国家公務員共済組合連合会が設置する

病院（以下「病院」という）が、横のつながりを活かして、質が高く迅速な治験ネットワ

ーク（以下「ＮＷ」という）を運営するための基本的事項を定める。 
  
（ＮＷの目的、活動）  

第２条 ＮＷの目的は、次の通りである。  

① 先進的な新薬開発に病院が参画することによる、医療の質の向上への貢献 

② 医療従事者への研究機会の提供による、医療の向上及び優秀な医療従事者の確保 

２ ＮＷの活動は、次の通りである。  

① 製薬企業等の依頼者からの治験の誘致  

② 中央ＩＲＢの共同設置 

③ 治験契約後における進捗管理、契約症例数を達成するための病院間の調整  

④ ＮＷに係る規程の整備、書式・受託費算定基準の統一等 

⑤ 人材育成  ⑥ 広報 
    
（ＮＷ事務局、運営委員会、実務者会議）  

第３条 連合会本部にＮＷ事務局を設置する。  

２ 連合会は、ＮＷの方針を定めるため、病院管理者等で構成する運営委員会を設置運営する。 

３ 連合会は、ＮＷに係る各調整のため、病院実務責任者等で構成する実務者会議を設置運営する。 
 
（ＮＷ事務局の業務）  

第４条 ＮＷ事務局の主要業務は、次の通りである。  

① 第２条第２項に規定する活動及び支援 

② 病院の治験の実状（治験実績、医療体制、患者数等）の把握、データベース構築 

③ 依頼者との秘密保持契約の締結 

２ ＮＷ事務局は、前項の業務の遂行に当たって、外部機関と提携できる。  
 
（病院の業務） 

第５条 ＮＷ治験に参加する病院の主要業務は、次の通りである。  

① ＮＷの活動に必要な調査への協力  

② ＮＷに係る規程の遵守、統一した書式・受託費算定基準の使用 

③ 実務責任者等のＮＷ事務局への登録  
 
（秘密保持） 

第６条 ＮＷ事務局及び病院の職員は、治験の受託調整の際に知った機密情報を漏

洩してはならない。これらの職にあった者も同様とする。  
 
第７条 この規程のほか、ＮＷの運営に関して必要な事項は、別に定める。  
 
附則 

① 本規程は、平成28年７月20日から施行する。 

② 肝臓内科に係る治験の誘致は、原則として虎の門病院分院を代表病院とする試行事業の枠組を継続する。 

③ ＮＷ事務局は、治験推進のための医療従事者へのインセンティブ（研究費の配分、使途等）を検討する。 

 


